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(57)【要約】
　小さな外科的な切開口を介して挿入できる複数の自由
度の円筒状装置を含む腹腔鏡。これは、上述した円筒内
で入れ子になった一連の同軸の部材であって、各々が独
立して回転でき、末端部において所望の動きをなす部材
によって達成される。腹腔鏡は、各々が複数のトルク源
によって入力回転軸の回りを回転するように構成された
、いくつかの同軸の入力シャフトを含んでいる複数の連
続アーム部を有している。さらに、いくつかの定速度カ
プラは、入力トルクを同軸の出力シャフトへ移して、患
者の体内において装置末端部の独立した回転及び運動を
容易にするために、アーム部を接続しており、しかも、
同軸の入力伝達手段、同軸の第２の伝達手段及び同軸の
出力伝達手段を有している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自由度（ＤＯＦ）ｐの腹腔鏡操作可能なシステムであって、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部と（ｎ、ｍ及びｋは正の整数）、
　ｂ．前記ｋ個の連続アーム部の各２つを共に連結する少なくとも（ｋ－１）個の定速度
カプラであり、各々が、
　　　ｉ．各々が前記ｎ個の入力シャフトの１つに連結されており、前記入力回転軸に実
質的に垂直な第１の平面を規定する同軸のｎ個の入力伝達手段と、
　　　ｉｉ．前記ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、前記第１の平面に実
質的に垂直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．前記ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、前記第２の平面
に実質的に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラと、
　ｃ．（ｉ）定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフ
トに定速度を提供し、（ｉｉ）前記入力回転軸と前記出力回転軸との間の角度が、前記第
２の平面内において約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、各々が前記ｎ個の
出力伝達手段の１つに連結されており、出力回転軸の回りを回転するべく構成された同軸
のｎ個の出力シャフトと、
　ｄ．前記ｋ個の連続アーム部の少なくとも１つに連結された少なくとも１つの腹腔鏡と
、
を備えており、
　前記腹腔鏡が操作されるように前記自由度（ＤＯＦ）ｐが前記ｋ個の連続アーム部に提
供される少なくとも７つの自由度（ＤＯＦ）であることを特徴とする腹腔鏡操作可能なシ
ステム。
【請求項２】
　前記７つの自由度（ＤＯＦ）は、少なくとも６つの回転運動（１００７、１００９、１
０１０、１０１１、１０１２、１０１３、１６０１、１６０２）、少なくとも１つの平行
移動運動（１００８）又はそれらの組み合わせからなる群から選択されることを特徴とす
る請求項１に記載の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項３】
　前記入力伝達手段、前記第２の伝達手段及び前記出力伝達手段は、歯車、ホィール、ク
ラウン歯車、かさ歯車、平歯車、ベルト及びそれらの組み合わせからなる群から選択され
ることを特徴とする請求項１に記載の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項４】
　ａ．前記第３の平面内における前記ｎ個の出力シャフトの軸方向の支持を行うように構
成された軸方向支持部材（６０１）と、
　ｂ．前記第２の伝達手段の回転軸に心合わせされた円形のトラック（６１８）と、
をさらに備えており、
　前記軸方向支持部材が前記トラック内に収まり、該トラック内で摺動するように構成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項５】
　前記ｎ個の出力シャフトの放射方向の支持を行うと共に、前記第２の平面内で回転する
ように構成された放射方向支持部材（６０４）をさらに備えたことを特徴とする請求項１
に記載の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項６】
　前記入力シャフト及び前記出力シャフト間のギア比が、約１０及び約０．１の間にある
ことを特徴とする請求項１に記載の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項７】
　前記ｎ個の第２の伝達手段と回転連絡しており、前記第２の平面内で回転し、前記入力
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シャフトによって駆動されるか前記入力シャフトを駆動することが可能に構成された同軸
のｎ個の補助シャフトをさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の腹腔鏡操作可能
なシステム。
【請求項８】
　１つ又はそれ以上の前記入力シャフトと前記定速度ジョイントとの間の相対的な動きを
抑止するように構成されたロック手段をさらに備えており、前記定速度ジョイントがロッ
クされた前記入力シャフトを有する機構として回転することを特徴とする請求項１に記載
の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項９】
　１つ又はそれ以上の前記出力シャフトと前記定速度ジョイントとの間の相対的な動きを
抑止するように構成されたロック手段をさらに備えており、前記定速度ジョイントがロッ
クされた前記出力シャフトを有する機構として回転することを特徴とする請求項１に記載
の腹腔鏡操作可能なシステム。
【請求項１０】
　自由度（ＤＯＦ）ｐを提供しつつ腹腔鏡手術の際に手術器具を操作する方法であって、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部を提供し（ｎ及びｍは正の整数）、
　ｂ．前記連続アーム部に連結しており、各々がｍ個のトルク源によって入力回転軸の回
りを回転するように構成された少なくとも（ｋ－１）個の定速度カプラであり、各々が、
　　　ｉ．同軸の軸に実質的に垂直な第１の平面を規定する同軸のｎ個の入力伝達手段と
、
　　　ｉｉ．前記ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、前記第１の平面に実
質的に垂直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．前記ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、前記第２の平面
に実質的に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラを提供し、
　ｃ．定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフトに定
速度を提供し、さらに、前記入力回転軸と前記出力回転軸との間の角度が、前記第２の平
面内において約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、出力回転軸の回りを回転
するべく構成されていると共に、前記ｎ個の出力伝達手段に連結された同軸のｎ個の出力
シャフトを提供し、
　ｄ．前記ｋ個の連続アーム部を共に前記（ｋ－１）個の定速度カプラに連結し、
　ｅ．少なくとも１つの外科用器具を提供し、
　ｆ．前記外科用器具を前記出力シャフトに連結し、
　ｇ．同軸の前記入力シャフトの１つ又はそれ以上を回転させて前記自由度（ＤＯＦ）ｐ
を前記ｋ個の連続アーム部及び前記外科用器具に提供することによって前記外科用器具を
操作し、
　前記自由度（ＤＯＦ）ｐが前記ｋ個の連続アーム部に提供される少なくとも７つの自由
度（ＤＯＦ）であることを特徴とする手術器具を操作する方法。
【請求項１１】
　腹腔鏡手術の際に手術器具にトルクを伝達する方法であって、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部を提供し（ｎ及びｍは正の整数）、
　ｂ．前記連続アーム部に共に連結された少なくとも（ｋ－１）個の定速度カプラであり
、
　　　ｉ．各々が前記ｎ個の入力シャフトの１つに連結されており、前記同軸の軸に実質
的に垂直な第１の平面内を回転する同軸のｎ個の入力伝達手段と、
　　　ｉｉ．前記ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、前記第１の平面に実
質的に垂直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．前記ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、前記第２の平面
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に実質的に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラを提供し、
　ｃ．定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフトに定
速度を提供し、さらに、前記入力回転軸と前記出力回転軸との間の角度が、前記第２の平
面内において約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、出力回転軸の回りを回転
するべく構成されていると共に、各々が前記ｎ個の出力伝達手段の１つに連結された同軸
のｎ個の出力シャフトを提供し、
　ｄ．少なくとも１つの外科用器具を提供し、
　ｅ．前記外科用器具を前記出力シャフトに連結し、
　ｆ．同軸の前記入力シャフトの１つ又はそれ以上を回転させて前記自由度（ＤＯＦ）ｐ
を前記ｋ個の連続アーム部及び前記外科用器具に提供することによって外科的作用を実行
し、
　前記自由度（ＤＯＦ）ｐの提供が、前記ｋ個の連続アーム部への少なくとも７つの自由
度（ＤＯＦ）の提供であることを特徴とする手術器具にトルクを伝達する方法。
【請求項１２】
　前記７つの自由度（ＤＯＦ）を、少なくとも６つの回転運動（１００７、１００９、１
０１０、１０１１、１０１２、１０１３、１６０１、１６０２）、少なくとも１つの平行
移動運動（１００８）又はそれらの組み合わせからなる群から選択することを特徴とする
請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記入力伝達手段、前記第２の伝達手段及び前記出力伝達手段を、歯車、ホィール、ク
ラウン歯車、かさ歯車、平歯車、ベルト及びそれらの組み合わせからなる群から選択する
ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１４】
　ａ．前記第３の平面内における前記ｎ個の出力シャフトの軸方向の支持を行うように構
成された軸方向支持部材（６０１）と、
　ｂ．前記第２の伝達手段の回転軸に心合わせされた円形のトラック（６１８）と、
をさらに提供することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ｎ個の出力シャフトの放射方向の支持を行うと共に、前記第２の平面内で回転する
ように構成された放射方向支持部材（６０４）をさらに提供することを特徴とする請求項
１０又は１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記入力シャフト及び前記出力シャフト間のギア比を、約１０及び約０．１の間とする
ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ｎ個の第２の伝達手段と回転連絡しており、前記第２の平面内で回転し、前記入力
シャフトによって駆動されるか前記入力シャフトを駆動することが可能に構成された同軸
のｎ個の補助シャフトをさらに提供することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の方
法。
【請求項１８】
　１つ又はそれ以上の前記入力シャフトと前記定速度ジョイントとの間の相対的な動きを
抑止するように構成されたロック手段をさらに提供し、前記定速度ジョイントがロックさ
れた前記入力シャフトを有する機構として回転させることを特徴とする請求項１０又は１
１に記載の方法。
【請求項１９】
　１つ又はそれ以上の前記出力シャフトと前記定速度ジョイントとの間の相対的な動きを
抑止するように構成されたロック手段をさらに提供し、前記定速度ジョイントがロックさ
れた前記出力シャフトを有する機構として回転させることを特徴とする請求項１０又は１
１に記載の方法。
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【請求項２０】
　自由度（ＤＯＦ）ｐの腹腔鏡器具であって、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部と（ｎ及びｍは正の整数）、
　ｂ．前記ｋ個の連続アーム部の各２つを共に連結する少なくとも（ｋ－１）個の定速度
カプラであり、各々が、
　　　ｉ．各々が前記ｎ個の入力シャフトの１つに連結されており、前記入力回転軸に実
質的に垂直な第１の平面を規定する同軸のｎ個の入力伝達手段と、
　　　ｉｉ．前記ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、前記第１の平面に実
質的に垂直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．前記ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、前記第２の平面
に実質的に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラと、
　ｃ．定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフトに定
速度を提供し、さらに、前記入力回転軸と前記出力回転軸との間の角度が、前記第２の平
面内において約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、各々が前記ｎ個の出力伝
達手段の１つに連結されており、出力回転軸の回りを回転するべく構成された同軸のｎ個
の出力シャフトと、
　ｄ．前記ｋ個の連続アーム部の少なくとも１つに連結されており、外科的作用を実行す
るように構成された少なくとも１つの腹腔鏡器具と、
を備えており、
　前記自由度（ＤＯＦ）ｐが前記外科用器具に提供される少なくとも７つの自由度（ＤＯ
Ｆ）であることを特徴とする腹腔鏡器具。
【請求項２１】
　ａ．少なくとも２つの連続アーム部と、
　ｂ．前記連続アーム部の各２つを共に少なくとも連結する少なくとも１つのジンバルと
、
　ｃ．前記連続アーム部に連結された少なくとも１つの腹腔鏡と、
を備えており、
　腹腔鏡／内視鏡をモータを使わない方法で操作することを特徴とする非モータ化された
腹腔鏡／内視鏡操作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規なトルク伝達部材を使用する腹腔鏡手術用の方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　腹腔鏡手術において、外科医は、小さい切開口を介して検査又は手術を行う。これは、
通常、小さい切開口を介して挿入されて体腔内を移動するように構成された、長く薄い器
具を用いて行われる。これら器具は、通常、体腔内部を観察するための画像手段を備えて
いる。腹腔鏡は、多くの場合、体内において比較的複雑な手技を行うことを可能にするた
めに、いくつかの自由度を有する。通常、これらの自由度は、切開口を介して挿入された
細長い部材を、モータ手段等を用いて回転及び平行移動させることによって達成される。
【０００３】
　最も成功した例において、この種の部材は、腹腔鏡の一部を身体（即ち、近位部）の外
側で１又はそれ以上の次元で静止して保持するガントリーに取り付けられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の装置に付加的な自由度を与えることは、通常、装置自体、その保持具及びモー
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タ手段の複雑さを増大させることが十分に理解できるであろう。また、これまで以上に複
雑な腹腔鏡器具の開発とさらに複雑な腹腔鏡的手術を実行したいという願望とに伴って、
これまで以上に多数の自由度を提供することが期待されている。
【０００５】
　従って、簡易な方法で多くの自由度を提供する腹腔鏡手術用システムは、長年にわたる
切実な要求である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の目的は、小さな外科的切開口を介して挿入することができる、複数の自由度の
円筒状装置を含む腹腔鏡を提供することにある。この目的は、上述した円筒内で入れ子に
なった一連の同軸の部材であって、各々が独立して回転でき、末端部において所望の動き
をなす部材によって達成される。
【０００７】
　本発明の全体的な目的は、２つのこのような円筒状装置が同軸の部材の回転を伝達しつ
つ噛み合うことを可能にし、しかも、これら２つの円筒状装置が互いに旋回可能にした新
規なジョイントを提供することにある。
【０００８】
　本発明によれば、自由度（ＤＯＦ）ｐの腹腔鏡操作可能なシステムが提供される。この
システムは、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部と（ｎ、ｍ及びｋは正の整数）、
　ｂ．ｋ個の連続アーム部の各２つを共に連結する少なくとも（ｋ－１）個の定速度カプ
ラであり、各々が、
　　　ｉ．各々がｎ個の入力シャフトの１つに連結されており、入力回転軸に実質的に垂
直な第１の平面を規定する同軸のｎ個の入力伝達手段と、
　　　ｉｉ．ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、第１の平面に実質的に垂
直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、第２の平面に実質的
に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラと、
　ｃ．（ｉ）定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフ
トに定速度を提供し、（ｉｉ）入力回転軸と出力回転軸との間の角度が、第２の平面内に
おいて約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、各々がｎ個の出力伝達手段の１
つに連結されており、出力回転軸の回りを回転するべく構成された同軸のｎ個の出力シャ
フトと、
　ｄ．ｋ個の連続アーム部の少なくとも１つに連結された少なくとも１つの腹腔鏡と、
を備えており、
　腹腔鏡が操作されるように自由度（ＤＯＦ）ｐがｋ個の連続アーム部に提供される少な
くとも７つの自由度（ＤＯＦ）である。
【０００９】
　本発明の１つの態様によれば、７つの自由度（ＤＯＦ）は、少なくとも６つの回転運動
（１００７、１００９、１０１０、１０１１、１０１２、１０１３、１６０１、１６０２
）、少なくとも１つの平行移動運動（１００８）又はそれらの組み合わせからなる群から
選択される、上述した腹腔鏡操作可能なシステムが提供される。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、入力伝達手段、第２の伝達手段及び出力伝達手段は、歯車
、ホィール、クラウン歯車、かさ歯車、平歯車、ベルト及びそれらの組み合わせからなる
群から選択される、上述した腹腔鏡操作可能なシステムが提供される。
【００１１】
　本発明の他の態様によれば、
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　ａ．第３の平面内におけるｎ個の出力シャフトの軸方向の支持を行うように構成された
軸方向支持部材（６０１）と、
　ｂ．第２の伝達手段の回転軸に心合わせされた円形のトラック（６１８）と、
をさらに備えており、
　軸方向支持部材がトラック内に収まり、トラック内で摺動するように構成されている、
上述した腹腔鏡操作可能なシステムが提供される。
【００１２】
　本発明の他の態様によれば、ｎ個の出力シャフトの放射方向の支持を行うと共に、第２
の平面内で回転するように構成された放射方向支持部材（６０４）をさらに備えた、上述
した腹腔鏡操作可能なシステムが提供される。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、入力シャフト及び出力シャフト間のギア比が、約１０及び
約０．１の間にある、上述した腹腔鏡操作可能なシステムが提供される。
【００１４】
　本発明の他の態様によれば、ｎ個の第２の伝達手段と回転連絡しており、第２の平面内
で回転し、入力シャフトによって駆動されるか入力シャフトを駆動することが可能に構成
された同軸のｎ個の補助シャフトをさらに備えた、上述した腹腔鏡操作可能なシステムが
提供される。
【００１５】
　本発明の他の態様によれば、１つ又はそれ以上の入力シャフトと定速度ジョイントとの
間の相対的な動きを抑止するように構成されたロック手段をさらに備えており、定速度ジ
ョイントがロックされた入力シャフトを有する機構として回転する、上述した腹腔鏡操作
可能なシステムが提供される。
【００１６】
　本発明の他の態様によれば、１つ又はそれ以上の出力シャフトと定速度ジョイントとの
間の相対的な動きを抑止するように構成されたロック手段をさらに備えており、定速度ジ
ョイントがロックされた出力シャフトを有する機構として回転する、上述した腹腔鏡操作
可能なシステムが提供される。
【００１７】
　本発明によれば、さらに、自由度（ＤＯＦ）ｐを提供しつつ腹腔鏡手術の際に手術器具
を操作する方法であって、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部を提供し（ｎ及びｍは正の整数）、
　ｂ．連続アーム部に連結しており、各々がｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを
回転するように構成された少なくとも（ｋ－１）個の定速度カプラであり、各々が、
　　　ｉ．同軸の軸に実質的に垂直な第１の平面を規定する同軸のｎ個の入力伝達手段と
、
　　　ｉｉ．ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、第１の平面に実質的に垂
直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、第２の平面に実質的
に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラを提供し、
　ｃ．定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフトに定
速度を提供し、さらに、入力回転軸と出力回転軸との間の角度が、第２の平面内において
約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、出力回転軸の回りを回転するべく構成
されていると共に、ｎ個の出力伝達手段に連結された同軸のｎ個の出力シャフトを提供し
、
　ｄ．ｋ個の連続アーム部を共に（ｋ－１）個の定速度カプラに連結し、
　ｅ．少なくとも１つの外科用器具を提供し、
　ｆ．外科用器具を出力シャフトに連結し、
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　ｇ．同軸の入力シャフトの１つ又はそれ以上を回転させて自由度（ＤＯＦ）ｐをｋ個の
連続アーム部及び外科用器具に提供することによって外科用器具を操作し、
　自由度（ＤＯＦ）ｐがｋ個の連続アーム部に提供される少なくとも７つの自由度（ＤＯ
Ｆ）である手術器具を操作する方法が提供される。
【００１８】
　本発明によれば、またさらに、腹腔鏡手術の際に手術器具にトルクを伝達する方法であ
って、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部を提供し（ｎ及びｍは正の整数）、
　ｂ．連続アーム部に共に連結された少なくとも（ｋ－１）個の定速度カプラであり、
　　　ｉ．各々がｎ個の入力シャフトの１つに連結されており、同軸の軸に実質的に垂直
な第１の平面内を回転する同軸のｎ個の入力伝達手段と、
　　　ｉｉ．ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、第１の平面に実質的に垂
直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、第２の平面に実質的
に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラを提供し、
　ｃ．定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフトに定
速度を提供し、さらに、入力回転軸と出力回転軸との間の角度が、第２の平面内において
約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、出力回転軸の回りを回転するべく構成
されていると共に、各々がｎ個の出力伝達手段の１つに連結された同軸のｎ個の出力シャ
フトを提供し、
　ｄ．少なくとも１つの外科用器具を提供し、
　ｅ．外科用器具を出力シャフトに連結し、
　ｆ．同軸の入力シャフトの１つ又はそれ以上を回転させて自由度（ＤＯＦ）ｐをｋ個の
連続アーム部及び外科用器具に提供することによって外科的作用を実行し、
　自由度（ＤＯＦ）ｐの提供が、ｋ個の連続アーム部への少なくとも７つの自由度（ＤＯ
Ｆ）の提供である手術器具にトルクを伝達する方法が提供される。
【００１９】
　本発明の一態様によれば、７つの自由度（ＤＯＦ）を、少なくとも６つの回転運動（１
００７、１００９、１０１０、１０１１、１０１２、１０１３、１６０１、１６０２）、
少なくとも１つの平行移動運動（１００８）又はそれらの組み合わせからなる群から選択
する、上述した方法が提供される。
【００２０】
　本発明の他の態様によれば、入力伝達手段、第２の伝達手段及び出力伝達手段を、歯車
、ホィール、クラウン歯車、かさ歯車、平歯車、ベルト及びそれらの組み合わせからなる
群から選択する、上述した方法が提供される。
【００２１】
　本発明の他の態様によれば、
　ａ．第３の平面内におけるｎ個の出力シャフトの軸方向の支持を行うように構成された
軸方向支持部材（６０１）と、
　ｂ．第２の伝達手段の回転軸に心合わせされた円形のトラック（６１８）と、
をさらに提供する、上述した方法が提供される。
【００２２】
　本発明の他の態様によれば、ｎ個の出力シャフトの放射方向の支持を行うと共に、第２
の平面内で回転するように構成された放射方向支持部材（６０４）をさらに提供する、上
述した方法が提供される。
【００２３】
　本発明の他の態様によれば、入力シャフト及び出力シャフト間のギア比を、約１０及び
約０．１の間とする、上述した方法が提供される。
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【００２４】
　本発明の他の態様によれば、ｎ個の第２の伝達手段と回転連絡しており、第２の平面内
で回転し、入力シャフトによって駆動されるか入力シャフトを駆動することが可能に構成
された同軸のｎ個の補助シャフトをさらに提供する、上述した方法が提供される。
【００２５】
　本発明の他の態様によれば、１つ又はそれ以上の入力シャフトと定速度ジョイントとの
間の相対的な動きを抑止するように構成されたロック手段をさらに提供し、定速度ジョイ
ントがロックされた入力シャフトを有する機構として回転させる、上述した方法が提供さ
れる。
【００２６】
　本発明の他の態様によれば、１つ又はそれ以上の出力シャフトと定速度ジョイントとの
間の相対的な動きを抑止するように構成されたロック手段をさらに提供し、定速度ジョイ
ントがロックされた出力シャフトを有する機構として回転させる、上述した方法が提供さ
れる。
【００２７】
　本発明によれば、さらに、自由度（ＤＯＦ）ｐの腹腔鏡器具であって、
　ａ．各々が、ｍ個のトルク源によって入力回転軸の回りを回転するように構成された同
軸のｎ個の入力シャフトを備えたｋ個の連続アーム部と（ｎ及びｍは正の整数）、
　ｂ．ｋ個の連続アーム部の各２つを共に連結する少なくとも（ｋ－１）個の定速度カプ
ラであり、各々が、
　　　ｉ．各々がｎ個の入力シャフトの１つに連結されており、入力回転軸に実質的に垂
直な第１の平面を規定する同軸のｎ個の入力伝達手段と、
　　　ｉｉ．ｎ個の入力伝達手段に回転可能に接続されており、第１の平面に実質的に垂
直な第２の平面内で回転する同軸のｎ個の第２の伝達手段と、
　　　ｉｉｉ．ｎ個の第２の伝達手段に回転可能に接続されており、第２の平面に実質的
に垂直な第３の平面内で回転する同軸のｎ個の出力伝達手段と
を備えた定速度カプラと、
　ｃ．定速度で所定の入力シャフトを回転させることにより、対応する出力シャフトに定
速度を提供し、さらに、入力回転軸と出力回転軸との間の角度が、第２の平面内において
約０度～約３６０度の角度範囲で変化するように、各々がｎ個の出力伝達手段の１つに連
結されており、出力回転軸の回りを回転するべく構成された同軸のｎ個の出力シャフトと
、
　ｄ．ｋ個の連続アーム部の少なくとも１つに連結されており、外科的作用を実行するよ
うに構成された少なくとも１つの腹腔鏡器具と、
を備えており、
　自由度（ＤＯＦ）ｐが外科用器具に提供される少なくとも７つの自由度（ＤＯＦ）であ
る腹腔鏡器具が提供される。
【００２８】
　本発明によれば、さらにまた、
　ａ．少なくとも２つの連続アーム部と、
　ｂ．連続アーム部の各２つを共に少なくとも連結する少なくとも１つのジンバルと、
　ｃ．連続アーム部に連結された少なくとも１つの腹腔鏡と、
を備えており、
　腹腔鏡／内視鏡をモータを使わない方法で操作する非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操
作装置が提供される。
【００２９】
　本発明を理解し、本発明が実際にいかに実施されるかを知るために、添付の図面を参照
し、これに限定されない例のみによって、複数の実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１Ａ】Ｕ－ジョイント又はカルダンジョイントとしても知られているユニバーサルジ
ョイントを示す図である。
【図１Ｂ】Ｕ－ジョイント又はカルダンジョイントとしても知られているユニバーサルジ
ョイントを示す図である。
【図１Ｃ】Ｕ－ジョイント又はカルダンジョイントとしても知られているユニバーサルジ
ョイントを示す図である。
【図１Ｄ】Ｕ－ジョイント又はカルダンジョイントとしても知られているユニバーサルジ
ョイントを示す図である。
【図２Ａ】定速度又はＣＶジョイントを示す図である。
【図２Ｂ】定速度又はＣＶジョイントを示す図である。
【図３】二重カルダンジョイントのａタイプであるトンプソンジョイントを示す図である
。
【図４Ａ】本発明における可変カップリングの実施形態を現実的に示す図である。
【図４Ｂ】本発明における可変カップリングの実施形態を概略的に示す図である。
【図５Ａ】本発明における可変カップリングの実施形態を現実的に示す図である。
【図５Ｂ】本発明における可変カップリングの実施形態を概略的に示す図である。
【図６】本発明における可変カップリングの他の実施形態を示す等角投影図である。
【図７】本発明における可変カップリングの他の実施形態を示す異なる等角投影図である
。
【図８】本発明における、直列接続された３つの連続した可変カップリングを示す図であ
る。
【図９Ａ】従来の腹腔鏡位置決め装置を示す図である。
【図９Ｂ】従来の腹腔鏡位置決め装置を示す図である。
【図９Ｃ】従来の腹腔鏡位置決め装置を示す図である。
【図１０Ａ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡アームを示す図である。
【図１０Ｂ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡アームを示す図である。
【図１１Ａ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図であ
る。
【図１１Ｂ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図であ
る。
【図１２Ａ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図であ
る。
【図１２Ｂ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図であ
る。
【図１３Ａ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図であ
る。
【図１３Ｂ】本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図であ
る。
【図１４Ａ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示す図である。
【図１５】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた他の
外科的手技を示す図である。
【図１６Ａ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示すさらなる図である。
【図１６Ｂ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示すさらなる図である。
【図１６Ｃ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示すさらなる図である。
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【図１７Ａ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示すさらなる図である。
【図１７Ｂ】本発明における可変カップリングに基づくロボット腹腔鏡アームを用いた外
科的手技を示すさらなる図である。
【図１８】取付けストラップを備えた、本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡
器具を示す図である。
【図１９】取付けストラップを備えた、本発明における可変カップリングに基づく腹腔鏡
器具を示すさらなる図である。
【図２０】手術中に用いられている、アーム取付けストラップを備えた、本発明における
可変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示すさらなる図である。
【図２１】手術中に用いられている、大腿取付けストラップを備えた、本発明における可
変カップリングに基づく腹腔鏡器具を示す図である。
【図２２】手術中に用いられている、脚取付けストラップを備えた、本発明における可変
カップリングに基づく腹腔鏡器具を示す図である。
【図２３Ａ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【図２３Ｂ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【図２３Ｃ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【図２３Ｄ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【図２３Ｅ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【図２３Ｆ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【図２３Ｇ】非モータ化された腹腔鏡／内視鏡操作システムを備えた本発明の他の実施形
態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の全ての章と共に以下の記載は、いかなる当業者も本発明を使用できるように提
供されるものであり、本発明を実施する発明者によって考察された最良の形態を説明する
ものである。本発明の一般的な原理が内視鏡管又は腹腔鏡手術における腹腔鏡の空間位置
を制御する手段を提供するように特に規定されているため、種々の変更態様があることは
当業者にとって明らかであろう。
【００３２】
　本発明の装置は安価であり、容易に設置及び分解可能であり、安心して使用でき、外科
医の器用さを制限せず、小さな物理的寸法を有している。最も重要なことは、本発明の装
置が少なくとも７つの自由度（ＤＯＦ）を提供する点にある。複数のＤＯＦは、入力に対
する出力の軸方向可変を伴うシステムのカップリングによって主に達成される。
【００３３】
　本発明の装置が小さな寸法であることは、以下の点から得られる：
　　１．システムの形状、
　　２．システム内における専用の定速度カプラによるカップリング。定速度カプラは、
他の動く部分とは独立して、線形ズーム機構と、内視鏡及び／又はカメラをその長軸に関
して回転させる回転機構との両方の機能を有効にする。
【００３４】
　本発明の装置が安価であることは、以下の点から得られる：
　　１．本発明におけるシステムの小さな物理的寸法、
　　２．本発明の機構の単純性。
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【００３５】
　本発明の装置が容易に設置及び分解できることは、以下の点から得られる：
　　１．本発明におけるシステムの小さな物理的寸法、
　　２．本発明におけるシステムの安全機構、
　　３．本発明におけるシステムの動き補償機構。
【００３６】
　以下の詳細な説明において、多くの具体的の記述は、本発明の実施形態を完全に理解す
るために提供するものである。しかしながら、当業者は、この種の実施形態がこれら具体
的な記述なしで実施可能であると理解するであろう。本明細書全体にわたっての「一実施
形態」又は「実施形態」との参照は、これら実施形態に関連して記載されている特定の特
徴、構造又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味している
。
【００３７】
　入力シャフト及び出力シャフトを有する伝達における「ギア比」なる用語は、入力シャ
フトの角速度に対する出力シャフトの角速度の比を参照している。
【００３８】
　用語「伝達手段」は、歯車、ホィール及びクラウン歯車等のように、１つの回転要素か
ら他の要素へトルクを転送する手段を参照している。
【００３９】
　用語「複数」は、例えば２～１０、特に２～４のごとき１より大きいあらゆる整数を参
照している。
【００４０】
　用語「内視鏡」及び「腹腔鏡」は、以下では、可撓性チューブから成る光ファイバ装置
を置き換え可能に参照している。ガラス又はプラスチック繊維を用いることにより、観察
のための光が、内部屈折する。この医療装置は、腹腔鏡、内視鏡、腹腔鏡手術及び内視鏡
手術において用いられる。用語が体腔内、特に医療的理由で器具を使用した場合の人体及
び哺乳類の体内、を観察するあらゆる手段、特に剛性又は可撓性式の内視鏡、ファイバー
スコープ、ロボット手術のための手段、トロカール、外科用器具及び診断手段等の最小侵
襲医療処置用の手段、をも意味することも本発明の範囲である。
【００４１】
　用語「内視鏡手術」及び「腹腔鏡手術」は、以下では、患者の身体、例えば腹部の範囲
内、への手術が、従来の外科的手技においては必要であったより大きな切開口と比較して
小さな切開口（通常０．５～１．５ｃｍ）を介して実行される最新の外科的手技を、置き
換え可能に参照している。内視鏡手術は、特に、消化管の手術、例えば、食道、胃及び十
二指腸（食道胃十二指腸内視鏡検査）、小腸、結腸（大腸内視鏡検査、直腸Ｓ字結腸鏡検
査）、胆管、内視鏡的逆行性胆道膵管造影（ＥＲＣＰ）、十二指腸内視鏡アシスト胆道膵
管鏡検査、術中胆道鏡検査、気道、鼻（鼻鏡検査）、下気道（気管支鏡検査）、尿路（膀
胱鏡検査）、女性生殖系、頸部（膣鏡検査）、子宮（子宮鏡検査）、卵管（卵管鏡検査）
、常閉の体腔（小さい切開口を介する）、腹腔又は骨盤腔（腹腔鏡検査）、関節の内部（
関節鏡検査）、胸部器官（胸腔鏡検査及び縦隔鏡検査）、妊娠中の羊膜（羊水鏡検査）、
胎児（胎児鏡検査）、形成手術、パンエンドスコープ使用の内視鏡検査、喉頭鏡検査、食
道鏡検査の手術、及び内視鏡検査用の種々の非医学的用途を含んでいる。この用語は、さ
らに、患者の身体への上述したような腹腔鏡及び内視鏡のあらゆる操作も参照している。
【００４２】
　用語「自由度」（ＤＯＦ）は、以下、上述したように、内視鏡又は腹腔鏡の変位された
位置を完全に特定する独立した変位の組を参照している。３次元空間において、３つの直
線変位の自由度と３つの回転変位の自由度とからなる６つの自由度が存在する。即ち、上
下への動き、左右への動き、前後への動き、上下への傾き、左右への傾き、側側への傾き
である。本発明は、以下に述べるいずれかから選択される少なくとも７つのＤＯＦのため
の手段を基本的に含むシステムを参照している。
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【００４３】
　用語「７つの自由度」（７ＤＯＦ）は、以下、７つの自由度を備えるシステムを参照し
ている。このシステムにおいては、与えられた方向の互いに異なる粗い及び細かい運動が
異なる自由度（７ＤＯＦが図１０に示されている）であるとみなされる。これら７ＤＯＦ
は、以下の通りである：
　　ＤＯＦｌは、内視鏡又は腹腔鏡を参照番号１００７で示される方向に前後に動かすシ
ステムの能力を表わしている、
　　ＤＯＦ２は、内視鏡又は腹腔鏡をズーム運動で、即ち参照番号１００８で示される穿
通点を介して患者の身体の内部及び外部へ、動かすシステムの能力を表わしている、
　　ＤＯＦ３は、内視鏡又は腹腔鏡を参照番号１００９で示される方向に左右に動かすシ
ステムの能力を表わしている、
　　ＤＯＦ４は、内視鏡又は腹腔鏡の動きを参照番号１０１０で示される方向に左右に微
調整するシステムの能力を表わしている、
　　ＤＯＦ５は、内視鏡又は腹腔鏡の動きを参照番号１０１１で示される方向に前後に微
調整するシステムの能力を表わしている、
　　ＤＯＦ６は、カメラ１００１ａを内視鏡の長軸１００１ｂに関して回転させるシステ
ムの能力を表わしている。「曲がった端」を有する内視鏡を使用する場合、この自由度は
画像の水平線を維持するために必要である、
　　ＤＯＦ７は、その長軸１００１ｂに関して内視鏡を回転させるロボットの能力を表わ
している。
【００４４】
　用語「末端部」及び「近位部」は、以下、患者の身体内及び患者の身体外の内視鏡の部
分(side)をそれぞれ意味している。低侵襲手術（ＭＩＳ）、バンドエイド手術、キーホー
ル手術又はピンホール手術とも呼ばれる腹腔鏡手術は、腹部手術が従来の外科的手技にお
いては必要であったより大きな切開口と比較して小さな切開口（通常０．５～１．５ｃｍ
）を介して実行される最新の外科的手技である。腹腔鏡手術の重要な要素は腹腔鏡の使用
であり、この腹腔鏡はその末端部において人体内の様子を見るのに適した装置である。撮
像装置が腹腔鏡の末端部に配置されるか、又は、棒状レンズシステム若しくは光ファイバ
束がこの像を腹腔鏡の近位部へ運ぶために用いられる。また、術野を見るための５ｍｍ又
は１０ｍｍのカニューレ又はトロカールを介して挿入され、術野を照明するための光源が
取り付けられる。腹部には、通常、操作及び視野スペースを得るために、二酸化炭素ガス
が注入される。腹部は（吹送された）バルーンのように実質的に膨らませられ、腹壁がド
ームのように内部臓器上に上昇する。この空間内において、種々の医学的手技が実行可能
となる。
【００４５】
　より複雑な医学手技が、より大きな自由度数を有するシステムにより実行できることは
十分に理解できるであろう。究極の例であるが、実際の人間の手に等しい多くの自由度数
を有するロボットハンドを作成できれば、原理的には、このロボットハンドは実際の人間
の手と同じ手術を行うことができるかもしれない。このようにますます複雑となる医学手
技を実行するために、多数の機械的自由度を腹腔鏡の近位部に伝達するシステムであるこ
とが望ましい。
【００４６】
　本発明は、腹腔鏡手術の特質、即ち、小切開口径であること、作動する装置（人体の外
側）及び作動される要素（人体の内側）間の距離が大きいこと、及び、腹腔鏡にできるだ
け多くの独立した自由度を与えたいという願望があること、によって決まる制約内でこの
課題を解決するものである。本発明は、各々が末端部において所望の動きをさせるべく独
立して回転可能な複数の同軸の円筒を備えた円筒状装置を使用して、この課題を解決する
ものである。２つのこのような円筒状装置が互いに旋回できるように、新規なジョイント
によって、同軸の円筒部材の回転を伝達すると共に２つの円筒状装置を噛み合わせること
ができる。同軸の円筒状部材（円筒状装置）の概念は単純であり、上述した詳細な説明か
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ら十分であるため、以下、この種の２つの円筒状部材を接続しているジョイントの構造に
ついて説明する。
【００４７】
　多くの機械システムにおいては、入力シャフトから出力シャフトへトルクを伝達する必
要がある。この目的で、多種多様な歯車システムが案出された。多くの重要なケースにお
いて、出力シャフトは入力シャフトに対してその軸の方向を変えなければならない。例え
ば、前輪駆動車のケースがこれに相当する。車両を前に動かすため、エンジンはトルクを
車輪へ伝達しなければならない。しかしながら、車両のハンドル操作を行うために、前輪
はその回転軸の方向を変化可能としなければならない。Ｕ－ジョイント、カルダンジョイ
ント、ハーディスパイサジョイント又はフックジョイントとしても知られているユニバー
サルジョイントは、出力シャフトの方向を変化させるために良く用いられる。これは、剛
性のロッドに「曲がり」を可能にするジョイントであり、回転運動を伝達するシャフトに
一般的に用いられる。このユニバーサルジョイントは、共に近接して位置しているが互い
に９０度の方向を向く一対の一般的なヒンジからなる。図１ａ～１ｄにこの一般的なジョ
イントが示されている。ユニバーサルジョイントの概念は、大昔から使用されていたジン
バルの構造に基づいている。
【００４８】
　単純なＵ－ジョイントには、いくつかの公知の欠点がある。２つシャフトが１８０度（
直線状態）とは異なる角度をなしている場合、駆動されるシャフトは、駆動するシャフト
に関して一定の角速度で回転しない。その角度が９０度に近付くにつれて、駆動されるシ
ャフトの回転はよりぎくしゃくし、さらに、２つのシャフトが９０度（垂直状態）に達し
た際に、それらはロックされ、全く作動しなくなる。出力シャフトと入力シャフトとのな
す角度の測定値が、標準の数学的実施に一致する点に注意すべきである。即ち、入力シャ
フトと出力シャフトとが平行であり「曲がっていない」状態においては、それらのなす角
度は１８０度である。出力シャフトが曲げられるにつれ、この角度は、これらシャフトが
垂直となる９０度に達するまで減少し、さらに、出力シャフトが入力シャフト上に後ろ向
きに曲がる０度に達するまで減少する。
【００４９】
　ジョイントは、浮遊中間シャフトを利用し、駆動されるシャフト、駆動するシャフト、
及び中間シャフトのなす角度が等角度に保持されるように各要素を中心に置くように開発
されてきた。これにより、入出力シャフト間の角度差の問題が解決された。
【００５０】
　ＣＶジョイント、即ち定速度ジョイントは、自動車用として実際に使用される。図２に
示すように、これは、入力車軸２０１を出力車軸２０５に接続するジョイントである。ス
プライン２０４は、内側ボールレース２０３上の複数のボールベアリング２０２を順次回
転させるスポーク２０９を回転させる。これらボールベアリングは、ボールケージ２０６
とボールベアリングが嵌め込まれる凹部を有する外側ソケット２０７との間に閉じ込めら
れる。ボールベアリングが両車軸によって閉じ込められるので、これらはトルクを入力車
軸２０１から出力車軸２０５へ伝達する。図２Ｂは等角投影図を表わしている。２つの主
たる故障は、摩耗及び部分的焼付きである。さらに、入出力シャフト間が約９０度以下の
極端な角度である場合は、トルクを伝達することができない。実際には、約１００度の連
続する角度が、ＣＶジョイントで得られる直線的な１００度の構成からの最大の偏りであ
る。
【００５１】
　二重カルダンジョイント又は二重Ｕ－ジョイントは、単一Ｕ－ジョイントと異なり、出
力シャフトが定速度で回転することを可能にする。この進歩は、十字状部材の各々が、ジ
ョイントの同一運動（ｈｏｍｏｋｉｎｅｔｉｃ）平面上に連続的に横たわることを強いら
れるトラニオン及びベアリングによって互いに接続されており、同軸に組み立てられた２
つのカルダンジョイントによってなされる。これは、米国特許出願公開第２００６／０２
１７２０６号の基礎となるものである。この文献には、図３に示されているように、「ト



(15) JP 2011-530373 A 2011.12.22

10

20

30

40

50

ンプソンカップリング」と呼ばれる定速度カップリング及び制御システムが開示されてい
る。最近の技術革新であるトンプソンカップリングは、二重カルダンジョイントのさらな
る発展であり、ジョイント内で厳格な幾何学的関係を維持するために（ＣＶジョイントが
行うような）摩擦又は摺動要素に依存することがなく、低い摩擦損失を有する軸方向及び
放射方向負荷でトルクを伝達することができる。このカップリングは、何であれ摺動又滑
動しない表面を伴い、ローラベアリングによって伝達されるあらゆる負荷を備えている。
このカップリングは、二重カルダンジョイントより大きくなく、交換可能なベアリング及
びトラニオン以外に消耗要素を伴うことなく、低下なしに軸方向及び放射方向負荷に耐え
ることができる。しかしながら、図３から明らかなように、これはむしろ複雑な問題であ
る。さらに、最大許容角度は、約１８０度周辺の小さな範囲、例えば、１５５度の瞬間的
な最小許容角度及び１６８度の最小連続角度、に制限される。
【００５２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、入力シャフトの回転軸に関して、回転軸が約０度
から約３６０度まで連続的に変化する、入力シャフトから出力シャフトへのトルク伝達が
可能とする方法が提供される。
【００５３】
　図４Ａ及び図４Ｂには、本発明の代表的な実施形態が詳細に示されている。入力シャフ
ト４０１は、いくつかの外部ソースからのトルクにより回転する。このトルクは、平歯車
４０２に伝達される。平歯車４０２はクラウン歯車４０３に噛合し、これにより、クラウ
ン歯車４０３は回転し、トルクを平歯車４０４に伝達する。当業者によれば、平歯車及び
クラウン歯車は、かさ歯車に置換できることは十分に理解できるであろう。この単純な装
置構成は、かさ歯車逆転機構として周知である。本発明において、進歩性の鍵となる点は
、出力軸４０５が、それ自身の縦軸のみならず、軸４０６も回転させ得ることである。こ
れは、本実施形態においては、結合によって、図示した実施例において、軸４０６の回り
を出力シャフト４０５が相対的に回転するようなカップリングによって、出力シャフト４
０５を軸４０６に連結させることで達成される。この装置において、出力シャフト４０５
は、供給されるトルクを変動することなく軸４０６のほぼ全周で回転できるようになされ
ている。
【００５４】
　図５Ａ及び図５Ｂには、同じ実施形態が平面図で示されている。トルクは、外部ソース
から入力シャフト４０１まで、さらに歯車４０２まで伝達される。歯車４０２はクラウン
歯車４０３に係合し、これによりクラウン歯車４０３は回転してトルクを歯車４０４に印
加する。これにより、出力シャフト４０５が回転させられる。本発明の最も重要な点は、
出力シャフト４０５に大きな自由度が許されることにある。即ち、本発明の鍵となる、ク
ラウン歯車４０３の軸のまわりを回転することもできるという点である。軸４０６は、必
然的ではないが優先的には、遊星歯車４０３の回転軸と大体は同一線上にある。歯車４０
２、４０４の寸法を変えられるので、カップリングは、全体として、これに応じた出力ト
ルクの減少又は増大と、これに応じた角速度の減少又は増大とを伴う、ギア比の減少又は
増大化を行うことができる。
【００５５】
　装置が左右対称であるため、いわゆる出力シャフトからいわゆる入力シャフトへと逆方
向へのトルクの伝達も可能であることに注意すべきである。従って、用語「出力」及び「
入力」は、どちらかも出力又は入力として用いることができるので、多少、誤りを導くか
もしれない。さらに、入力に対する出力の回転軸の変化が相対的なものであり、従って、
入力回転軸を出力回転軸に代えて動かすことができるか、又はそれら両方を静止座標系に
関して回転させことができると理解し得るであろう。これは、用語体系の問題より簡単で
あり、例えば、フィードバックによる伝達において用いることができる。例えば、ある対
象を動かすためにアクチュエータを用いることができ、動かされた度合が装置のオペレー
タへ送り戻されるように、この対象にセンサを取り付けることができる。いくつかの同時
の自由度を必要とするこのような実施態様に適切な同軸配置について、以下説明する。
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【００５６】
　複数の同軸の入力シャフト及び出力シャフトを同時に使用可能とすることは、本発明の
範囲内である。図６及び図７には、この種の実施形態の例が等角図で示されている。入力
シャフト６１１、６１２及び６１３は、全て同一線上にある。これらシャフトは、共に回
転できるように２つの入力シャフト又は２つの出力シャフトにカップリング可能である参
照番号６１７及び６１８で示すようなシャフト及びキー溝の構成によって定められるよう
に、独立しているか又は従属しているかもしれない。出力シャフト６１４、６１５及び６
１６は、カップリング６０４、６０３及び６０２にそれぞれ剛結合され従ってこれらと共
に回転する。これら出力カップリングは、クラウンカップリング６０５、６０６及び６０
７によって、それぞれ回転させられる。クラウンカップリングは、入力カップリング６０
８、６０９及び６１０によってそれぞれ回転させられる。これら入力カップリングは、入
力シャフト６１１、６１２及び６１３に一体的に取り付けられ、従ってこれらと共に回転
する。本発明の鍵は、軸６２０の周りで出力カップリング６０４、６０３及び６０２と共
に回転できる出力シャフト６１４、６１５及び６１６が「追加の」自由度を利用できるこ
とにある。軸方向支持ピン６０１はトラック６１８内に嵌合し、出力シャフトを軸方向の
負荷に対して支持しつつ共に移動する。放射方向支持ピン６２１は、放射方向の負荷に対
して出力シャフトを支持する。
【００５７】
　図７には、同じ例がわずかに異なる角度で示されている。同図において、出力カップリ
ング６０４、６０３及び６０２にそれぞれ剛結合した出力シャフト６１４、６１５及び６
１６がより明確に示されている。また、これらの出力カップリングとクラウンカップリン
グ６０５、６０６及び６０７との接触がより明確に示されている。さらに、いくつかの入
力シャフトを共に連結するシャフト及びキー溝６１８及び６１９がより明確に示されてい
る。
【００５８】
　本発明によれば、さらに、個々の軸をロックすることが提供される。図６に戻ると、入
力シャフトの最外部をカップリングの本体にロックするボルト６２２が示されている。従
って、この入力シャフトを回転させることは、カップリング全体を回転させることとなる
。図７には、入力シャフトが自由に動けるように、これらのボルトが取り外された状態が
示されている。カップリングが出力シャフトの軸の回りを回転できるように、同様のボル
トを出力シャフトに同じように付加することができる。また、クラウンカップリング６０
５、６０６及び６０７を装置の基部６２３にロックすることもできる。このように構成す
ることにより、出力シャフトの方向は変えることができ、ジョイント全体自体の配置を変
えることができる。
【００５９】
　本発明によれば、上述したボルトは、例えば線形アクチュエータや電磁石等のカップリ
ング要素で置換できる。装置に対する制御レベルをより高めるために、このようなカップ
リング要素を電気的に連結又は切り離すように構成することは、当業者にとって容易であ
る。
【００６０】
　明敏な観察者によれば、上述したボルトを使用せずカップリング機構自体が回転できる
ようにした場合にのみ、本発明の出力回転軸が単一の平面内で回転可能となることを見出
せるであろう。しかしながら、本技術分野に精通した者にとっては明らかであるが、この
制限は、図８では３つのジョイント８０１、８０２及び８０３を直列に連結した例を示し
ているように、本発明の１つ又はそれ以上の追加の同一ジョイントを直列に設けるという
単純な方法で取り除くことができる。２つ又はそれ以上の直列のジョイントを有する実施
形態によれば、入力シャフトの全方向において、出力シャフトのほぼ全ての範囲の動きが
提供される。角度に関する唯一の制限は、種々のシャフトが他のいかなるシャフトにも物
理的に重なることができないということであり、これによりいくつかの構成が可能な範囲
から除外される。しかしながら、許されない位置が、可能な範囲における少ない割合を構
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成することが十分に理解できるであろう。これは、例えば単一又は二重カルダンカップリ
ングの、入出力角度が約１６８度以下の小さな角度に制限されるとき等に、特に関係する
。
【００６１】
　入出力シャフト間のギア比が、カップリングのホィール又は歯車の寸法を変えることに
よって、変更できることは十分に理解できるであろう。特に、入出力歯車が半径ｒ１及び
ｒ３を有する場合、総ギア比はｒ１／ｒ３となる。
【００６２】
　本発明の定速度ジョイントは、以下のｉ～ｖを備えている、
ｉ　トルク供給源によって入力回転軸（シャフトの縦軸）の回りを回転するよう適合され
た入力シャフト、
ii　上述した入力シャフトの１つに連結されており、この入力回転軸にほぼ垂直な第１の
平面を規定する、例えば平歯車（第１の平歯車）であるかもしれない入力伝達手段、
iii　上述した入力伝達手段に回転可能に接続されており、第１の平面にほぼ垂直な第２
の平面を規定する、例えば、第１の平歯車と噛合しているクラウン歯車を含むかもしれな
い第２の伝達手段、
iv　上述した第２の伝達手段に回転可能に接続されており、第２の平面にほぼ垂直な第３
の平面を規定する、例えば、第２の伝達クラウン歯車と噛合している平歯車を含むかもし
れない出力伝達手段、及び
v　上述の出力伝達手段に連結されており、それ自体が自由に回転する出力回転軸の回り
を回転するように適合された出力シャフト。
【００６３】
　上述した最初の入力回転軸と上述した最終の出力回転軸との間の角度が約０～約３６０
度の角度範囲内で変化するかもしれないことに注意すべきである。
【００６４】
　伝達手段は、歯車、ホィール、クラウン歯車、かさ歯車、若しくは回転運動を伝達する
ための他の手段、又はそれらの組み合わせからなる群から選択されるかもしれない。
【００６５】
　本発明の一実施形態においては、出力シャフトを軸方向に支持するために、軸方向支持
部材（６０１）が設けられている。また、上述した第２の伝達手段の回転軸に中心がある
円形のトラック（６１８）が設けられており、上述した軸方向支持部材がこのトラックに
嵌合しその内部を摺動するようになされている。
【００６６】
　本発明の一実施形態においては、さらに、出力シャフトを放射方向に支持するために、
上述した第２の平面内で回転するようになされた放射方向支持部材（６０４）が設けられ
ている。
【００６７】
　本発明の一実施形態においては、いくつかの同軸入力シャフトがいくつかの同軸出力シ
ャフトに個々に連結されており、これにより、いくつかの入力シャフトから出力シャフト
へトルクを独立して同時に伝達することが可能となっている。
【００６８】
　出力シャフトが、例えば、把持装置、カッター、スプライサ、溶接機、力フィードバッ
ク装置、ロボットハンド等の多種多様な装置に連結できることを理解すべきである。特に
、１つ又はそれ以上のシャフトによる「リターン信号」を提供する力フィードバック装置
を使用することは、行われる作業の「感触」に関する多少のフィードバックを有すること
が望ましい顕微鏡手術やロボット工学等にとりわけ有用である。本発明の他の効果に共通
して、入力シャフトを回転させるトルク供給要素はトルクが印加される位置からどちらか
というと離れているという事実を指摘しなければならない。これは、細心の注意の必要な
操作が生じるポイントができるだけ小さいことが一般的に望ましい、関節鏡検査法、顕微
鏡手術及びロボット工学のような分野において特に重要である。
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【００６９】
　また、ジョイント上又はその近くにモータが存在することが不必要な余分の重量や慣性
モーメント等の原因となり得る。本発明によれば、多くのトルク供給源が、シャフトの壁
厚のみに制限される最小空間内で平行に、かつ、原則として制限されない出力シャフトの
実際の動きから離れて伝達可能となる。多くの適用例のように、モータは、ジョイント自
体の位置では必要とされない。
【００７０】
　図９Ａ～図９Ｃを参照すると、操作器具の先端が、任意の数の独立した自由度を必要と
する、多くのロボットハンド、スプライシング器具、切断器具、溶接器具、又は、想像で
きる他の全ての複雑な器具と容易に置換え可能であると理解すべきである。
【００７１】
　これらのいずれも、少なくとも７つのＤＯＦを有する単純な内視鏡／腹腔鏡操作システ
ムを提供することができない。
【００７２】
　本発明の他の効果は、さらに、単一のモータがいくつかの入力シャフトを個々に付勢で
きることである。例えば、特定の適用例において、シャフトＡの回転を必要とするある種
の動きがシャフトＢの回転を必要とする他の動きを妨げる場合、これらの動きに必要なト
ルクを供給するために単一のモータを用い、当業者には明らかのように、適切な歯車ボッ
クスによって、入力シャフトＡから入力シャフトＢへの切替えを行うことができる。
【００７３】
　本発明の一実施形態において、実際には、装置が３つの端末又は「Ｔ」若しくは「Ｙ」
装置に変えられ、装置のクラウン歯車にアクセスがなされる。特に、中心のクラウン歯車
６０５、６０６及び６０７は、それら自体の入力／出力シャフトに接続される。この中心
シャフトに、さらなるカップリング、さらなるトルク源、把持具やカッター等のようなさ
らなる出力装置、又はセンサが接続されることによって、より複雑な動作が可能となる。
【００７４】
　次に、このカップリング装置を、改良された設計の腹腔鏡器具内に合体することについ
て述べる。従来技術として、図９Ａ～図９Ｃに示すような多くの腹腔鏡器具が存在する。
これらの器具は、一般に、少ない自由度を有しており、特許文献の検索によれば、自由度
は最大で５つである。これらの各従来技術においては、他の方向への動きに制限するがあ
る方向への動きが自由であり程度の差はあるが複雑なガントリー及び支持体アセンブリが
必要なことは明らかである。前述したように、本発明によれば、各ジョイントが所定の位
置に把持可能か又は種々のシャフトからのトルクによって移動可能としているため、この
ような必要性が排除される。さらに、本発明によれば、同軸の円筒の数によってのみ制限
される多くの自由度と装置の一部に備えるべき付随する歯車とが原則として提供される。
【００７５】
　腹腔鏡の単純な管状構造を完全なまま維持しつつこの状況を改善するために、上述した
カップリング装置が、図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、内視鏡／腹腔鏡操作システム
に組み込まれる。
【００７６】
　円筒部材（連続的なアーム部）９９５、９９６、９９７及び９９８は、各々が独立して
回転でき、これにより独立した自由度を得ることが可能な複数の同軸の円筒を含んでいる
。これらの同軸の円筒部材によって、カップリング（即ち、定速度カプラ）１００２、１
００３、１００４、１００５及び１００６は、装置（即ち、内視鏡／腹腔鏡１００１ｂ又
はカメラ１００１ａ）を、ＤＯＦｌ（１００７）、ＤＯＦ２（１００８）、ＤＯＦ３（１
００９）、ＤＯＦ４（１０１０）、ＤＯＦ５（１０１１）、ＤＯＦ６（１０１２）及びＤ
ＯＦ７（１０１３）方向に回転／平行移動させる。
【００７７】
　ここで、ＤＯＦｌは、内視鏡又は腹腔鏡を、参照番号１００７で示される方向で前後に
動かすシステムの能力を表わしている。
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【００７８】
　ＤＯＦ２は、内視鏡又は腹腔鏡を、ズーム運動で、即ち、切開点を介しての患者の体内
への入出（参照番号１００８で示される方向）で動かすシステムの能力を表わしている。
【００７９】
　ＤＯＦ３は、内視鏡又は腹腔鏡を、参照番号１００９で示される方向で左右に動かすシ
ステムの能力を表わしている。
【００８０】
　ＤＯＦ４は、内視鏡又は腹腔鏡の運動を、参照番号１０１０で示される方向で左右に微
調整するシステムの能力を表わしている。
【００８１】
　ＤＯＦ５は、内視鏡又は腹腔鏡の運動を、参照番号１０１１で示される方向で前後に微
調整するシステムの能力を表わしている。
【００８２】
　ＤＯＦ６は、内視鏡の長軸１００１ａに関してカメラ１００１ｂを回転させるシステム
の能力を表わしている。この自由度は、「曲がったエッジ」を有する内視鏡を使用する際
に画像を水平に保つために必要である。
【００８３】
　ＤＯＦ７は、内視鏡１００１ｂを、その長軸の回りを回転させるロボットの能力を表わ
している。
【００８４】
　図ｌｌＡ及び図１１Ｂは、この同じ装置を反対方向から見た図を示している。図ｌ２Ａ
及び図１２Ｂは、その等角図を示している。さらに、図ｌ３Ａ及び図１３Ｂは、システム
のスケールが小さいことを理解するために鉛筆を伴って表わした側面図を示している。
【００８５】
　図１０Ｂに示すように、本発明のこの特定の実施形態においては、７つの自由度が設定
されている。特に、この７つの自由度は、以下に述べる軸に関して、その回りで（回転の
場合）、又はそれに沿って（平行移動の場合）設定されている。即ち、図１４Ａのように
配置された装置に関して、
　　ａ．腹腔鏡／内視鏡の回転（方向１００７に沿った、即ち人体の矢状面に垂直な線の
回りの）、
　　ｂ．人体への入出における腹腔鏡／内視鏡の平行移動－ズームイン及びズームアウト
運動（方向１００８に沿った、即ち人体の横断面に垂直な方向の）、
　　ｃ．腹腔鏡／内視鏡の回転（方向１００９に沿った、即ち人体の冠状面に垂直な線の
回りの）、
　　ｄ．腹腔鏡／内視鏡の微回転（方向１０１０に沿った、即ち人体の冠状面に垂直な線
の回りの）、
　　ｅ．腹腔鏡／内視鏡の微回転（方向１０１１に沿った、即ち人体の矢状面に垂直な線
の回りの）、
　　ｆ．カメラの回転（方向１０１２に沿った、即ち人体の横断面に垂直な線の回りの）
、
　　ｇ．腹腔鏡／内視鏡の回転（方向１０１３に沿った、即ち人体の横断面に垂直な線の
回りの）
として設定されている。
【００８６】
　当業者によれば明らかであるように、カメラの回転（軸１０１２の回り）は、視野のい
くつかの点について腹腔鏡により得られる視野の単純な回転を発生し、一方、腹腔鏡の回
転１０１３は、カメラ又は撮像装置の視野方向が腹腔鏡長手方向とは通常は同一線上では
ないので、腹腔鏡による視野領域を変化させる。
【００８７】
　実際の使用において、上述した腹腔鏡は、人間により手動で操作されるか、又は、人間
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の命令に遠隔的に従ったロボット機構等により、指示プログラムセットによってロボット
的に操作されるかもしれない。
【００８８】
　図１４Ａ、図１４Ｂ、図１５、及び図１６Ａ～図１６Ｃはロボット機構を示している。
図１６Ａには、人体の冠状面内において図示の方向に回転可能な、アーム部１６０６（図
１６Ｂ）及びアーム部１６０７間のジョイントによって提供される付加的な自由度１６０
１が示されている。図１６Ｂには、自由度が、人体の横断面（１６０２、１６０３）内に
おける、患者の中央に位置する回転中心の回りの回転を含めて示されている。図１６Ｃに
は、身体内部への（１６０５）及び身体外部への（１６０４）直進度が、図１４Ａの方向
１００８と同様に示されている。
【００８９】
　図１７Ａ及び図１７Ｂには、本発明の腹腔鏡を操作している、人間によるオペレータが
示されている。本発明による腹腔鏡の外側アームは、使用するカップリング特有の角度範
囲ゆえに、前後方向へ（平行六面体として）折り畳むことができ、柔軟性を提供する。こ
の装置は、迅速かつ容易に分解可能である。
【００９０】
　本発明の他の一実施形態において、本発明の腹腔鏡装置は、ストラップ２００によって
、患者の身体に固定される。このような実施形態は、例えば、図１８に示されている。
【００９１】
　ストラップ２００は、例えば、手術を受けている患者の脚部又は腕に巻着されるかもし
れない。ロック手段３２０を備えた位置調整具１１０が、複数のストラップを互いに位置
合わせするために用いられる。
【００９２】
　人体把持具２００（例えば、ストラップ２０１）は、内視鏡の方向が（ストラップが取
付けられる）器官の動きに応じて調節可能となるように、腹腔鏡装置をこの器官の動きに
基本的に同調させる。
【００９３】
　変更態様においては、（ストラップが取付けられる）器官の動きに対して方向が変化し
ないように、腹腔鏡装置はこの器官に対して腹腔鏡を一定方向に維持するべく構成される
。
【００９４】
　図１９には、このような実施形態のさらなる図が示されている。上述したように、スト
ラップ２０１は、装置を患者の身体に取り付けるために用いられる。腹腔鏡装置の他の部
分は、例えば既に述べた定速度カプラの利点が得られるように、上述したいかなる態様を
も取り入れることができる。アダプタ２００について動かすように構成されたモータボッ
クス１１０が設けられることもある。このオプションにより、外科医は、把持バンド２０
１の上部バンドを患者の肢に確実に取り付けることができ、次いで、機構３００をジョイ
ントの切開口（図示なし）に関して最適な配置に位置調整することができ、最後に、握持
バンド２０１の下部のバンドによって機構３００を固定させることができる。
【００９５】
　次に、人間の四肢上への内視鏡位置調整システム３００の選択的な構成を示す図２０、
図２１及び図２２を参照する。人体アダプタ２００のアダプタ把持具２０１は、腕４００
（図２０）、大腿４１０（図２１）又は下腿（図２２）に巻着可能となっている。アダプ
タ把持具（２０１）を用いることにより、その部位を動かす必要のある手術中であっても
、アダプタは患者の体に確実に固定され、機構３００は内視鏡を所望の位置に動かすこと
ができる。これは、例えば、手術の一過程においては腕を折り曲げる必要があり、手術の
他の過程においては腕を真直ぐにしなければならない等、ある種の手術において一般的に
なされることである。このような動きは、真直ぐにした腕の場合と異なり、折り曲げた腕
によって切開される手術の異なる解剖学的手段のために通常は必要である。
【００９６】
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　本発明の他の一実施形態において、本発明の腹腔鏡／内視鏡操作装置は、ストラップに
よって、患者の身体に巻着される。このような実施形態は、例えば、図２３Ａ～図２３Ｇ
に示されている。これらの図に示されているように、腹腔鏡／内視鏡操作装置は、ジンバ
ルを利用したモータを備えない装置である。
【００９７】
　ストラップ２５０１は、例えば手術を受けている患者の脚部又は腕部に巻着される。位
置調整具２５０２は、上述しかつ図示したように、腹腔鏡／内視鏡が最低８つの自由度を
得るように設けられている。ＤＦｌ、ＤＦ２及びＤＦ３は定速度カップリングの回りの回
転（即ち、角度伝達）を表し、ＤＦ４は線形運動を表し、ＤＦ５は回転を表し、ＤＦ６は
前後方向への回転運動を表し、ＤＦ７は左右方向への回転運動を表している。縦軸の回り
のカメラの自由な回転運動であるその他の自由度が存在する。
【００９８】
　Ｎ個の定速度カプラ（即ち、角度伝達）を含む各装置毎に、（３＋Ｎ＋２）個の自由度
が存在することに注意すべきである。
【００９９】
　図２３Ｂは、腹腔鏡／内視鏡操作装置をより近くから見た図である。
【０１００】
　図２３Ｃ～図２３Ｇは、腹腔鏡／内視鏡操作装置により提供される種々の動きを示して
いる。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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